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実演家の権利と利益を守り、広め、
創造活動を支えるために

デジタル・ネットワーク社会の進展が、メディアの多様化をもたらし、実演

家の知的創造によって生まれる実演の利用はますます拡大しています。著作権

法に定める実演家の権利を有する者がひとつにまとまり、増大する権利処理業

務を適正、円滑に行い、あわせて現状の諸課題の解決に強力に取り組むために、

実演家著作隣接権センター（Center for Performers' Rights Administration、

略称＝CPRA）は、社団法人日本芸能実演家団体協議会〈略称＝芸団協〉、社団

法人日本音楽事業者協会〈略称＝音事協〉、社団法人音楽制作者連盟〈略称＝音

制連〉3団体の協力の下、1993年10月に発足しました。

1998年12月には、『独立性、専門性、透明性』を3つの理念として上記3団体

の協力関係を強くすることによりCPRA運営組織の充実を図り、さらに、関連

する団体〈演奏家権利処理合同機構（Music People's Nest、略称＝MPN）、映像

実演権利者合同機構（Performers' Rights Entrustment、略称＝PRE）、日本演

芸家合同機構（NEK）〉の参加によって、今日に至っています。

現在CPRAは、文化庁長官の指定を受けた芸団協の指定団体業務、著作権等

管理事業法による管理事業、sarah、SARVHといった指定管理団体からの委託

による分配業務など、実演家の音楽・映像に係る権利処理業務を行っています。

また、その他にも、実演家の権利に関する国際規範づくり、国際機関との協

力、教育普及等のキャンペーン活動、著作隣接権に関する広報活動、共通目的

基金事業、調査研究、海外実演家の権利管理団体との提携・協力等、実演家の

権利の擁護と拡大のための活動に取り組んでいます。

Message from CPRA
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1965年設立。1967年5月、文部大臣から社団法人の設立許可
を受けました。俳優、歌手、演奏家、舞踊家、演芸家、演出家
などの実演家を構成員とする団体、実演家の著作隣接権を管理
擁護する者を構成員とする団体および実演家に協力する者を構
成員とする団体で構成する公益法人で、芸術文化の発展に寄与
することを目的に、現在71団体が正会員となっています。実
演家の著作隣接権に関わる業務を行う「実演家著作隣接権セン
ター」の運営、「芸能人年金共済制度」などの福祉事業、新宿区
の廃校を芸能文化拠点に転用した「芸能花伝舎」※1の運営をは
じめ、芸能に関するさまざまな調査研究、政策提言、情報収集・
発信、研修事業など芸能振興を主な事業の柱としています。正
会員で構成される、MPN※2とPRE※3、NEK※4が、CPRAの運営
に参加しています。
http://www.geidankyo.or.jp/

1986年設立。1989年９月、文部大臣から社団法
人の設立許可を受けました。いわゆるJ-POP系
アーティストが所属する音楽プロダクションで構
成され、アーティストの著作隣接権の擁護及びプ
ロデューサーの権利確保に努めるとともに、音楽
文化の発展と文化的生活の向上に寄与する等の事
業を行っています。（2005年から芸団協正会員。）
http://www.fmp.or.jp/

1963年に音楽プロダクションを営む事業者が音
楽事業及び関連事業の発展向上を図る目的で設
立。1980年3月、通商産業大臣から社団法人の設
立許可を受けました。音楽事業に関する調査・研
究、知的財産権の保護、管理等を行うとともに、
国内外関係機関などとの交流等の諸事業を行って
います。
http://www.jame.or.jp/

CPRAは、運営3団体の代表者により構成される『顧問会議』、CPRAに権利行使を委任した団体等

から選任された運営委員によって構成される『運営委員会』によって、組織・運営されています。

また、運営委員会の諮問機関として各種の部門別委員会を設け、様々な専門的事項について検討

しています。なお、運営委員会及び部門別委員会のメンバーは2年ごとに改選されます。

CPRA Membership

社団法人 日本芸能実演家団体協議会
GEIDANKYO

JAPAN COUNCIL OF PERFORMERS' ORGANIZATIONS

社団法人 音楽制作者連盟
FMP

THE FEDERATION OF MUSIC PRODUCERS JAPAN

社団法人 日本音楽事業者協会
JAME

JAPAN ASSOCIATION OF MUSIC ENTERPRISES

※１：芸能花伝舎　
　　　http://www.geidankyo.or.jp/12kaden/
※２：演奏家権利処理合同機構（MPN）　
　　　http://www.mpn.jp/
※３：有限責任中間法人 映像実演権利者合同機構（PRE）　
　　　http://www.pre.gr.jp/
※４：日本演芸家合同機構（NEK）　

以下の3団体がCPRAの設立・運営母体となっています。
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委任

分配

分配

委任

協定

委任

受領・分配

分配

CPRA
構成団体

商業用レコード二次使用料の
支払

商業用レコード
貸与の許諾

貸商業用レコード
使用料・報酬の支払

私的録音補償金の
支払

私的録画補償金の
支払

私的録画補償金の分配

私的録音補償金の分配

貸商業用レコード
使用料・報酬の支払

放送事業者※1

及び
有線放送事業者※2

ほか

デジタル機器・
記録媒体のメーカー
及び輸入業者

利用者

〈指定管理団体〉

（社）私的録音補償金
管理協会
（sarah）

〈指定管理団体〉

（社）私的録画補償金
管理協会
（SARVH）

海外実演家
権利管理団体

国内権利者

海外権利者

商業用レコード実演に係る放送用
録音及び、送信可能化に関する
使用料の支払

放送実演に係る放送番組の二次利用
（番組販売、ビデオグラム化及び、
送信可能化）使用料の支払

CD
レンタル店

日本
コンパクトディスク・
ビデオレンタル商業組合

（CDV-J）

許諾許諾

実演家
著作隣接権センター
（CPRA）

CPRAは、商業用レコード（市販のCD等）を放送で使用した際の
二次使用料、レンタルに伴う使用料・報酬、放送番組の二次利用に伴う
使用料・報酬などを、放送事業者やレンタル店から徴収し、
CPRA構成団体を通してCPRAに委任している権利者へ分配しています。

※1：NHK 、民放連、衛星放送、
　　　コミュニティ FM放送等
※2：USEN 、CATV等

◉CPRAの主な事業｜Activities

実演家著作隣接権センター
（CPRA）の徴収と分配
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委任

分配

分配
委任

商業用レコード
二次使用料の支払

放送事業者※1

及び
有線放送事業者※2

ほか

国内権利者

CPRA
構成団体

CPRA

Activities 1

※1：NHK 、民放連、衛星放送、コミュニティ FM放送等　※2：USEN 、CATV等

実
演
家
に
係
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド

二
次
使
用
料
の
徴
収
と
分
配

著作権法は、（１）放送事業者及び有線放送事

業者が、実演が録音されている商業用レコードを

放送又は有線放送した場合には、当該実演に係る

実演家に二次使用料を支払わなければならない 

（２）国内の実演家の相当数で構成している団体

や、それらの連合体を文化庁長官が指定して、そ

の団体だけが二次使用料を受け取る旨を定めてい

ます。（著作権法第95条）

実演家の商業用レコード二次使用料の受け取り

団体として、1971年3月、芸団協が文化庁長官よ

り指定を受け、それに基づきCPRAは、毎年NHK 、

日本民間放送連盟、有線放送等の放送事業者と二

次使用料の額の取り決めを行い、使用料の徴収を

行っています。この使用料は、CPRA構成団体を

通して権利者に分配しています。

文化庁長官指定団体業務
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Activities 2

委任

分配

分配
委任

商業用レコード貸与の許諾

貸商業用レコード使用料・報酬の
支払

貸商業用レコード
使用料・報酬の

支払

国内権利者

日本
コンパクトディスク・
ビデオレンタル商業組合

（CDV-J）

CPRA
構成団体

CD
レンタル店

CPRA

実
演
家
に
係
る

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
貸
与
の
許
諾
と

使
用
料
・
報
酬
の
徴
収
と
分
配

著作権法は、（１）最初に販売された日

から12 ヶ月を超えた商業用レコードが

公衆に貸与された場合、当該実演に係る

実演家に報酬を支払わなければならない、

（２）この報酬については商業用レコード

二次使用料と同様に文化庁長官の指定団

体が受け取る旨を定めており、（著作権法

第95条第3項）1985年2月に、芸団協が

その指定を受けています。

また、最初に販売した日から12 ヶ月を

経過していない商業用レコードの公衆へ

の貸与については実演家の貸与権が認め

られており、国内の権利者からの委任に

基づき許諾を行い、使用料を、前記の指

定団体業務と同時に徴収しています。

CPRAは、日本コンパクトディスク・

ビデオレンタル商業組合（Compac t   

Disc & Video Rental Commerce Trade 

Association of Japan：略称＝CDV-J）及

び同組合非加盟のレンタル店とそれぞれ

契約を締結し、使用料及び報酬の徴収を

行っています。この使用料及び報酬は、

CPRA構成団体を通して権利者に分配し

ています。

文化庁長官指定団体業務
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委任

分配

分配
委任

利用者

国内権利者

商業用レコード実演に係る
放送用録音及び、送信可能化に
関する使用料の支払

CPRA
構成団体

商業用レコード実演に係る
放送用録音及び、送信可能化に
関する許諾

CPRA

Activities 3

商業用レコード実演に係る放送用録音
及び送信可能化の許諾と使用料の徴収と分配

CPRAは、著作権等管理事業法（2001.10.1施行）が定める著作権等管理事業者として

文化庁長官の登録を受け、国内の権利者からの委任に基づき、放送局との間で商業用

レコードの放送用録音および送信可能化に係るレコード実演の許諾を行い、使用料を

徴収しています。この使用料は、CPRA構成団体を通して権利者に分配しています。

今後は、商業用レコードのインターネットにおける利用に関する使用料の徴収と分

配について、さらに多数の実演家の権利委任を受け処理を進めていきます。

著作権等管理事業法に基づく業務

委任

分配

分配
委任

商業用レコード貸与の許諾

貸商業用レコード使用料・報酬の
支払

貸商業用レコード
使用料・報酬の

支払

国内権利者

日本
コンパクトディスク・
ビデオレンタル商業組合

（CDV-J）

CPRA
構成団体

CD
レンタル店

CPRA
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委任

分配

分配
委任

CPRA
構成団体

（但し、音事協を除く）

利用者

国内権利者

放送実演に係る放送番組の
二次利用（番組販売、ビデオグラム化
及び送信可能化）使用料の支払

放送実演に係る放送番組の
二次利用（番組販売、ビデオグラム化
及び送信可能化）の許諾

CPRA

実
演
家
に
係
る
放
送
番
組
の
二
次
利
用
（
レ
コ
ー
ド
実
演
を
除
く
）
の

許
諾
と
使
用
料
等
の
徴
収
と
分
配

Activities 4

著作権等管理事業法に基づく業務

CPRAは、著作権等管理事業者として、放送番組の二

次利用に係る一任型管理事業を行っています。

国内の権利者からの委任に基づき、放送番組二次利用

（番組販売、ビデオグラム化及び送信可能化）の許諾を

行い、使用料を徴収しています。この使用料は、CPRA

構成団体を通して権利者に分配しています。
注：社団法人日本音楽事業者協会（音事協）は、音事協加盟実演家に係る本頁記載の

業務をCPRAに委任せず、自ら実施しております。

委任

分配

分配
委任

私的録音補償金の
支払

私的録画補償金の
支払

私的録画補償金の分配

私的録音補償金の
分配

〈指定管理団体〉

（社）私的録音補償金
管理協会

sarah

〈指定管理団体〉

（社）私的録画補償金
管理協会
SARVH

国内権利者

CPRA
構成団体

デジタル機器・
記録媒体のメーカー
及び輸入業者

CPRA
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指定管理団体からの受託業務

Activities 5

委任

分配

分配
委任

私的録音補償金の
支払

私的録画補償金の
支払

私的録画補償金の分配

私的録音補償金の
分配

〈指定管理団体〉

（社）私的録音補償金
管理協会

sarah

〈指定管理団体〉

（社）私的録画補償金
管理協会
SARVH

国内権利者

CPRA
構成団体

デジタル機器・
記録媒体のメーカー
及び輸入業者

CPRA

1992年、著作権法の一部が改正され、デジタル方

式に限定して、家庭内の私的使用を目的とする録音・

録画の場合、実演家等に補償金を受ける権利が新た

に加えられ、1993年6月から私的録音録画に関する

補償金制度が実施されています。

1993年、社団法人日本芸能実演家団体協議会（芸

団協）、社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）、

社団法人日本レコード協会（RIAJ）の3団体が、社団

法人私的録音補償金管理協会（sarah）を設立。sarah

が著作権法に定める「指定管理団体」として文化庁

長官の指定を受けて、同年６月から私的録音補償金

の徴収を行い、実演家（芸団協）、著作者（JASRAC）、

レコード製作者（RIAJ）への分配を開始しました。

そして、実演家分の補償金は、CPRAがCPRA構成

団体を通して権利者に分配しています。

また、私的録画に係る補償金については、1999年、

芸団協、社団法人日本レコード協会、私的録画著作

権者協議会（12団体で構成）が、社団法人私的録画

補償金管理協会（SARVH）を設立。SARVHが著作

権法に定める「指定管理団体」として文化庁長官の

指定を受けて、同年7月から私的録画補償金の徴収

を行い、実演家（芸団協）、レコード製作者（RIAJ）、

著作者（私的録画著作権者協議会）への分配を開始

しました。そして、実演家分の補償金は、CPRAが

CPRA構成団体を通して権利者に分配しています。

実
演
家
に
係
る
私
的
録
音
・
録
画
補
償
金
の
分
配

9



①商業用レコード二次使用料の支払
②貸商業用レコード使用料・報酬の支払
③商業用レコード実演に係る放送用録音及び
　送信可能化に関する許諾と使用料の支払
④私的録音補償金の分配
⑤私的録画補償金の分配

放送事業者※1、
有線放送事業者※2、
CDレンタル店、
sarah、SARVH

その他

委任

分配

分配
委任

協定

委任

受領・分配

分配

海外実演家
権利管理団体

国内権利者

海外権利者

CPRA
構成団体

CPRA

実演家の権利は、世界の国々が加盟する国際条約によって、

その国際的な保護の枠組みが整備されています。この枠組み

の中で、海外の実演家の権利は日本国内で保護を受け、逆に

日本の実演家の権利は海外で保護されることになります。こ

の仕組みを具体的に円滑に機能させるため、各国にある実演

家権利管理団体は協定を締結し、それぞれが徴収した使用料・

報酬・補償金を国際レベルで該当の実演家に分配しています。

CPRAも同様に海外の実演家権利管理団体（アメリカを始

め、南米、欧州など28団体）と協定を締結し、日本国内で発

生した商業用レコードの二次使用料、貸与に係る使用料・報

酬、送信可能化に係る使用料、私的録音・録画補償金を徴収

し、海外実演家権利管理団体を通じて海外の実演家に分配す

ると同時に、これらの団体から、日本の実演家に分配される

べき海外で発生した使用料・報酬・補償金を受領しています。

この使用料・報酬・補償金は、CPRA構成団体を通

して権利者に分配しています。

海
外
へ
の
分
配
と
海
外
か
ら
の
徴
収

Activities 6

※1：NHK 、民放連、衛星放送、コミュニティ FM放送等　※2：USEN 、CATV等
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①商業用レコード二次使用料の支払
②貸商業用レコード使用料・報酬の支払
③商業用レコード実演に係る放送用録音及び
　送信可能化に関する許諾と使用料の支払
④私的録音補償金の分配
⑤私的録画補償金の分配

放送事業者※1、
有線放送事業者※2、
CDレンタル店、
sarah、SARVH

その他

委任

分配

分配
委任

協定

委任

受領・分配

分配

海外実演家
権利管理団体

国内権利者

海外権利者

CPRA
構成団体

CPRA

FIA（国際俳優連盟）及びFIM（国際音楽家連盟）等実演家の国際組織と連携しつつ、

実演家の権利と保護に関する国際規範づくりに努めています。

発展途上国での実演家の保護及び権利の集中管理制度の法的基盤整備に関して、

WIPO（世界知的所有権機関）等の国際機関に協力し、現地政府及び民間関係者らに

対して、様々な支援活動を行っています。

著作権、著作隣接権、肖像権等の侵害行為を排除するため、関係団体と対応を協議

し、教育普及等のキャンペーン活動を積極的に進めています。

CPRAニュースの発行、ホームページの設置・運営、業界誌への広告掲載等、実演

家の著作隣接権に関する知識の普及と調査研究、及びCPRAの権利処理業務と諸活

動を内外に知らせるための広報活動を行っています。

権利者の合意に基づき、商業用レコード二次使用料の分配金額の一定割合をCPRA

「共通目的基金」（1996年設立）に拠出し、芸能文化の振興及び普及に資する事業や

実演家の権利に関する調査研究及び権利擁護のための活動など、実演家共通の文化

的・社会的基盤整備を図るための事業を実施しています。

私的録音録画補償金制度の見直し、実演家の肖像パブリシティ権の確立、情報社会

における実演家の権利及びその権利行使のあり方について調査研究を行っています。

現在、日本は、著作隣接権に関するさまざまな国際条約に加盟しており、それに合

わせてCPRAは海外実演家の権利管理団体と、商業用レコードの二次使用料、貸与

に係る使用料・報酬、送信可能化に係る使用料、私的録音・録画補償金に関する協

定を締結してきました。

また、SCAPR（国際実演家権利管理団体協会）、IPDA（国際実演家データベース協会）

の会員として、国際的な権利処理体制の確立を進めています。

指定団体及び著作権等管理事業者として、各種権利処理業務を適正に進めるため、

CPRAが担当する音楽・映像の権利者データベース統一のための権利者マスタシス

テム、分配システム、MusicJ-CIS総合データベースの実演家コード付番のための

システム等の運営を行っています。

実演家の権利の擁護と
拡大のための活動

Other Activities

実演家の権利に関する 
国際規範づくり

国際機関との協力

教育普及等の 
キャンペーン活動

著作隣接権に関する広報活動

共通目的基金事業

調査研究

海外実演家の 
権利管理団体との提携・協力

データセンター

11




